電子取引に係る事務処理規程
（個人事業主用・mysign（マイサイン）対応／電子帳簿保存法準拠）

※赤字の部分はここに修正をお願いします。

第1条（目的）
本規程は、電子帳簿保存法第7条及び関係法令に基づき、電子取引に係るデータの訂正又は削除を防止し、真実性及び可視性を確保するための事務処理手続を定めることを目的とする。
　
第2条（適用範囲）
本規程は、個人事業主名がmysign（マイサイン）その他の電子システムを利用して作成又は受領する、すべての電子取引データに適用する。
対象には、mysign（マイサイン）による契約書・注文書・覚書等、電子メールやクラウド上で授受した請求書・領収書・見積書等を含む。
　
第3条（電子取引データの保存）
1. 電子取引データは、原則として電子データのまま保存し、紙媒体での出力は原本としない。
2. 保存期間は10年間とし、mysign（マイサイン）においてはシステム仕様により契約データが自動的に10年間保管される。
3. 受領又は作成したデータは、速やかに保存フォルダ又はmysign（マイサイン）内で整理し、取引年月日、相手方、金額等の識別が可能な状態にしておく。
4. 保存媒体は、mysign（マイサイン）、クラウドストレージ、または外部記録媒体とする。
　
第4条（訂正及び削除の原則禁止）
1. 保存した電子取引データは、原則として訂正又は削除を行わない。
2. mysign（マイサイン）は、契約完了後の書類や署名記録の削除・改ざんをシステム的に禁止しており、ユーザーが任意に変更・削除することはできない。
3. mysign（マイサイン）では、契約書をアップロード後、署名完了前に限り送信者が「ゴミ箱」へ移動する機能を有する。この操作は契約前データに限られ、署名済み文書には適用されない。
4. よって、mysign（マイサイン）上で締結された契約書及び署名記録は、システムにより真正性が確保され、訂正削除の防止体制が構築されているものとする。
　
第5条（mysign(マイサイン)外での電子取引データの管理）
1. 電子メール、クラウドストレージ、会計ソフト等で授受した請求書・領収書・見積書等の電子取引データは、保存フォルダ内に分類・整理し、誤って削除・上書きしないよう注意する。
2. 保存期間中にファイルを移動又は名称変更する場合は、元のファイル名及び移動日を記録しておく。
3. 削除が必要な場合は、削除理由、日付及び削除者（事業主本人）を記録した「削除記録簿」を作成し、保存する。
　
第6条（訂正又は削除を行う場合の手続）
1. mysign（マイサイン）においては、署名済みデータの訂正又は削除は不可能であるため、本条の適用はmysign（マイサイン）以外のデータに限る。
2. やむを得ず訂正又は削除を行う場合は、以下の手順により記録を残す。
　（1）訂正又は削除の理由を記載する。
　（2）実施日及び実施者（事業主本人）を記録する。
　（3）旧データを削除せず、誤りがある旨のメモを付して保存するか、訂正記録簿を作成する。
3. 記録簿の様式例は別紙のとおりとする。
　
第7条（確認及び見直し）
1. 事業主は、保存状況を年1回以上確認し、データの欠損・破損がないか点検する。
2. 法令改正やmysign（マイサイン）の仕様変更があった場合は、随時本規程を見直す。
　
第8条（施行日）
本規程は、令和〇年〇月〇日より施行する。
　
署名欄
事業主（甲）　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　署名：mysign（マイサイン）上で署名

